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 東彼杵町告示第１２３号 

  

東彼杵町建設工事に関する入札執行事務処理要綱の一部を改正する告示をここに公布する。 

  

令和５年１２月２５日 

  

東彼杵町長   岡 田  伊一郎 
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建設工事に関する入札執行事務処理要綱の一部を改正する告示 

建設工事に関する入札執行事務処理要綱（昭和５７年告示第１８号）の一部を次のように改正する。 

次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

 

改正後 改正前 

（          入札通知等） （現場説明、入札通知等） 

第２条 〔削除〕 第２条 税財政課長（以下「課長」という。）は、工事施行伺が決裁に

なったときは、建設工事現場説明（以下「現説」という。）の日時、

場所等を決定するものとする。 

（略） ２ （略） 

２ 業者指名通知              は、税財政課長（以下「課長」という。）

又は課長の指名した入札執行事務担当職員（以下「担当職員」という。）

が文書又は口頭で行うものとする。 

３ 業者指名通知及び現説の通知は、          課長                 

   又は課長の指名した入札執行事務担当職員（以下「担当職員」とい

う。）が文書又は口頭で行うものとする。 

３ （略） ４ （略） 

〔削除〕 ５ 現説は、担当職員立会いの上、課長又はその指名する職員が行い、

現説を受けたことを確認するため現場説明調書及び受領書（様式第１

号）に業者名を記名押印させる。 

（設計図書の閲覧）    ） （縦覧による現説の処理） 

第３条 〔削除〕 第３条 前条の規定にかかわらず、現説を行う必要がないと思われる建

設工事については、入札に付そうとする設計図又は金額抜き設計書を

一定期間縦覧することによって現説に替えることができる。 

設計図書等      は、町のホームページからダウンロードする方法に

て閲覧させるものとする。ただし、設計図書等について必要と認めた場

合は、実費を徴収し交付することができる。 

２ 設計図書等の縦覧は、日時、場所等を定めて通知する             

             ものとする。ただし、設計図書等について必要と認めた

場合は、実費を徴収し交付することができる。 
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２ （略） ３ （略） 

３ （略） ４ （略） 

４ （略） ５ （略） 

（入札の方法） （入札の方法） 

第８条 入札執行者は、入札を関係法令及び規則第７５条に定める方法

に則り、執行するものとし、その際、次の各号に掲げる事項を実行し

なければならない。 

第８条 入札執行者は、入札を関係法令及び規則第７５条に定める方法

に則り、執行するものとし、その際、次の各号に掲げる事項を実行し

なければならない。 

（１） 入札場所に予定基本価格調書及びくじを用意すること。 （１） 入札場所に予定価格書      及びくじを用意すること。 

（２） （略） （２） （略） 

２ （略） ２ （略） 

（工事費内訳書） （工事費内訳書） 

第９条 （略） 第９条 （略） 

２ 工事費内訳書の内容は、縦覧設計書内工事費内訳書及び契約担任者

が指示する事項に相当する項目に対応するものの単位・員数・単価及

び金額とし、様式は任意とする。 

２ 工事費内訳書      は、最低限見積りの根拠が確認できるもの     

                                                              

                     とする。 

３ （略） ３ （略） 

（入札辞退の取扱い） （入札辞退の取扱い） 

第１０条 〔削除〕 第１０条 入札執行者は、入札に参加する指名を受けた者が、設計図書

等の縦覧に参加しなかった場合は、入札に参加する意志がないものと

判断し、入札を辞退したものとみなす。 

入札執行者は、入札参加者から入札辞退の申出があった場合は、次に

より取り扱うものとする。 

２ 入札執行者は、入札参加者から入札辞退の申出があった場合は、次

により取り扱うものとする。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 入札途中において入札辞退の申出があった場合は、辞退届書

又はその意志を明記した入札書を入札箱に投入    させること。 

（２） 入札途中において入札辞退の申出があった場合は、         

   その意志を明確にさせた上、入札会場から退出させること。 
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２ （略） ３ （略） 

（開札） （開札） 

第１３条 入札執行者は、開札を地方自治法施行令（昭和２２年政令第

１６号。以下「令」という。）第１６７条の８に定める方法に則り執

行するものとし、その際、次の各号に掲げる事項を実行しなければな

らない。 

第１３条 入札執行者は、開札を地方自治法施行令（昭和２２年政令第

１６号。以下「令」という。）第１６７条の８に定める方法に則り執

行するものとし、その際、次の各号に掲げる事項を実行しなければな

らない。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 開札を行うごとに、            入札見積金額調査表（様式

第１号。以下「調査表」という。）に入札者の入札金額を記入させ

る                                        。 

（２） 開札を行うごとに、補助者をして入札見積金額調査表（様式

第２号。以下「調査表」という。）に入札者の入札金額を記入させ

るとともに、入札書に入札回数印を押印させる。 

（３） （略） （３） （略） 

（再度入札等） （再度入札等） 

第１４条 再度入札の実施回数は、１回までを限度とし、このことをあ

らかじめ入札参加者に通告する。 

第１４条 入札執行者は、再度入札を次の各号に定めるところにより執

行するものとする            。 

〔削除〕 （１） 再度入札の実施回数は、１回までを限度とし、このことをあ

らかじめ入札参加者に通告する。 

〔削除〕 （２） 再度入札において、１回までに落札者がいないときは、その

入札を打ち切り、入札参加者を指名替えして改めて入札を行う。た

だし、１回目の入札終了時点において最低入札価格と予定価格の差

が別に定める基準額の範囲内であるときは、入札執行者は最低入札

者と協議して落札者を決定することができる。 

２ 再度入札終了時点において                                    

                    落札者がいなかったときは、随意契約によるこ

とができるものとする。 

２ 入札執行者は、前項第２号に基づく指名替えしての入札において再

度入札１回までになお落札者がいなかったときは、随意契約によるこ

とができるものとする。 

（落札の保留） （落札の保留） 
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第１７条 （略） 第１７条 （略） 

２ 保留した入札に係る入札書には                              

「保留」と朱書し、厳重に保管するものとする。 

２ 保留した入札に係る入札書には、その場で入札執行者が検印し、「保

留」と朱書し、厳重に保管するものとする。 

３ （略） ３ （略） 

（保留した入札に対する措置） （保留した入札に対する措置） 

第１８条 （略） 第１８条 （略） 

２ 課長は、前項に定める調査の結果、当該最低入札価格で契約を適正

に履行することができると認めたときは、次の各号に掲げるところに

より処理する。 

２ 課長は、前項に定める調査の結果、当該最低入札価格で契約を適正

に履行することができると認めたときは、次の各号に掲げるところに

より処理する。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 予定価格が１，５００万円以上の場合は                   

                     建設工事指名審査委員会（以下「審査委」と

いう。）の審査に付する。 

（２） 予定価格が１，５００万円以上の場合は、遅滞なく入札者全

員に見積書を提出させ、建設工事指名審査委員会（以下「審査委」

という。）の審査に付する。 

３ 課長は、第１項による調査の結果、当該最低入札価格が契約を適正

に履行できないと認めたときは、調査の結果及び意見を付し、       

                         予定価格が１，５００万円以上の場合は審

査委の審査に付し、予定価格が１，５００万円未満の場合は、直ちに

入札執行者に報告するものとする。 

３ 課長は、第１項による調査の結果、当該最低入札価格が契約を適正

に履行できないと認めたときは、調査の結果及び意見を付し、かつ、

入札者全員の見積書を添えて予定価格が１，５００万円以上の場合は

審査委の審査に付し、予定価格が１，５００万円未満の場合は、直ち

に入札執行者に報告するものとする。 

４ （略） ４ （略） 

 様式第１号（第２条関係） 

（略） 

様式第１号 様式第２号 

（略） （略） 

附 則 

この告示は、令和６年１月１日から施行する。 


